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1 R6.7.23 R6.8.2
東京都知事（〇）第〇〇号株式会社〇〇に係る次の公文書。ただし、履
歴事項全部証明書を除く。
（１）令和〇年〇月〇日受付第〇〇号の宅地建物取引業免許申請書

※ 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等
の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼ
すおそれがあるため。

住宅政策本部
民間住宅部
不動産業課

住宅政策本部
民間住宅部
不動産業課

－※ 1

決定区分 （根拠規定）条例７条

2 R6.7.23 R6.8.16

下記の宅地建物取引業免許申請書類のうち、決算書（決算書の表紙、賃
借対照表及び損益計算書）。
（１）有限会社〇〇
（２）株式会社〇〇
（３）株式会社〇〇
（４）〇〇株式会社
（５）株式会社〇〇
（６）株式会社〇〇
（７）株式会社〇〇
（８）株式会社〇〇
（９）株式会社〇〇
（10）株式会社〇〇
（11）株式会社〇〇
（12）〇〇株式会社
（13）株式会社〇〇
（14）〇〇株式会社
（15）株式会社〇〇
（16）〇〇株式会社
（17）株式会社〇〇
（18）株式会社〇〇
（19）〇〇株式会社
（20）株式会社〇〇
（21）株式会社〇〇
（22）株式会社〇〇
（23）株式会社〇〇
（24）〇〇株式会社
（25）株式会社〇〇
（26）〇〇株式会社
（27）株式会社〇〇
（28）株式会社〇〇
（29）合同会社〇〇
（30）株式会社〇〇
（31）〇〇株式会社
（32）〇〇株式会社
（33）○○株式会社
（34）株式会社○○
（35）株式会社○○



3 R6.8.10 R6.8.23 2024年7月30日付け不動産鑑定評価書 ※ 1 1 1 1

（７条２号）
個人に関する財産の状況に係る情報で、公にするこ
とにより個人の権利利益を害するおそれがあるた
め。
（７条３号）
法人の財産状況に係る情報であり、事業活動を行う
上での内部管理に属する事項に関する情報であっ
て、公にすることにより、当該法人の事業運営上の
地位が損なわれると認められるため。
（７条４号）
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易に
し、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるた
め。

住宅政策本部
都営住宅経営部
資産活用課


